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令和７年度 事業報告について 

  

 

昨年は、米価の高騰や備蓄米の放出があった他、日本各地で熊が出没し人身被害者数・死亡

者数ともに過去最多となり、今年の漢字に「熊」が選ばれるなど日常生活にも支障が出る事態

となりました。 

 

海外ではロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区侵攻終結の目途

が未だ見えない中、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃により原油の高騰を招き、今後の

世界経済はかつてない「不確実性」の高まりを受け、景気減速リスクに警戒感を強めています。 

 

国内経済は、令和８年２月２６日に日経平均株価の終値が５万８,７５３円３９銭の最高記

録を更新したものの、その後の中東情勢の悪化によりエネルギー市場をはじめ株式、債券、外

国為替等のマ―ケットは荒い動きとなっており、先行きの不透明感が増しております。 

 

一方、地域経済は人口減少に伴う労働力不足、原材料価格の高騰、デジタル化への対応、環

境経営の推進等、課題は多岐にわたっております。 

 

このような状況下で令和７年度、当法人会は重点施策として税制改正要望、組織の強化、研

修の参加拡大、会員の福利厚生事業、さらには地域社会貢献活動等を掲げ、公益法人としての

役割を担うべく各種事業を展開し、事業の総実施回数は前年比１０回増の８８回、参加人員は

前年比５４４人多い４,３３４人の御参加を頂きました。 

 

国税の制度改正や税行政のデジタル化が加速する中、当法人会は正確な情報を把握し、会員

の適切な経営判断に資する事業を実施し、国税当局との連携の一環として令和８年１月９日、

室蘭税務署と「源泉所得税キャッシュレス納付利用率 １００％」共同宣言も行いました。 

 

また、令和８年度税制改正に関する提言では、税・財政改革のあり方として、財政健全化に

向けた取り組みや、行政改革の徹底、マイナンバー制度の利用拡大促進などを提言致しました。 

 

一方、会員数の減少には歯止めがかからず、令和７年度では会員数が３７先減少し、組織基

盤強化・財務体質強化の為、新規会員募集と退会抑止が最重要課題となっております。 

 

公益事業の積極的な推進と相まって、会員減少や諸物価高騰に伴い財政面は非常に厳しい状

況ではありますが、税務当局はじめ道法連並びに関係先のご支援、ご協力を賜り、令和７年度

の計画事業をつつがなく実施できましたことに衷心より感謝を申し上げます。 

以下、令和７年度事業概況について、ご報告いたします。 



R7.3.31

会員数 新　規 退　会 差引小計 会員数 管内法人数 加入率

543 3 26 -23 520 1,524 34.1%

(38) (1) (4) -3 (35)

205 2 5 -3 202 712 28.4%

(6) (1) 1 (7)

205 0 6 -6 199 524 38.0%

(18) (1) -1 (17)

87 2 4 -2 85 201 42.3%

(5) 0 (5)

26 0 3 -3 23 91 25.3%

(0) 0 (0)

37 0 0 0 37 67 55.2%

(0) 0 (0)

1,103 7 44 -37 1,066 3,119 34.2%

(67) (2) (5) -3 (64)

ー ２ ー

合　計

令和８年３月末現在　会員数

壮瞥支部

地区・支部名

室　蘭

登別支部

伊達支部

洞爺湖支部

豊浦支部

対象期間内移動

（　）内､賛助会員

R８ ．３．３１現在



実施回数 参加人員 実施回数 参加人員

１.税務・税制等に関する事業

　　　（公益１-１～１-３）・・ほうじん配布を除く

２．地域企業貢献に関する事業

　　　（公益２）（セミナーオンデマンドログイン数を含む）

３．地域社会貢献に関する事業

　　　（公益３）

４．会員の交流及び研修・福利厚生等に関する事業

　　　（収益・共益等）

５．その他

　・ポケットテッシュの一般向け配布

　・法人会グッツ(洞爺湖新入学児童､壮瞥町保育園､小･中学校)

　　　　　　　　　　　計 88 4,334 10 544

開催回数 出席者数 開催回数 出席者数

１.総会 1 61 0 -5

２.理事会・監査会 5 129 1 30

３.正副会長会議 3 17 0 -2

４.委員会 3 34 0 4

５.支部役員会(総会・役員会等) 10 135 0 -5

６.青年・女性部会(総会・役員会等) 2 22 -6 -45

７.道法連総会・理事会(部会協議会を含む) 6 10 -2 -6

８.全法連・道法連委員会等 6 6 0 -1

９.本部出席関連会議(租税懇話会等) 9 15 2 7

10.事務局連絡協議会(道法連、支部事務局) 2 22 -1 -2

―　３　―　　　

R７年度(R8.3.31)実績 対前年比
会議等実施状況

38 1,274

2 1,281

6 531

18 453

24 795

-4

　　　　 「理事の職務執行状況」～事業・会議等の内訳

　　　　　( 令和７年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 )

R７年度(R8.3.31)実績 対前年度対比
事　業　区　分

-216

0 175

2 294

-1 -22

13 313



Ⅰ．公益目的事業　

支部 事業 参加
部会等 区分 者数

「適用額明細書について」

「適用額明細書について」

「適用額明細書について」

「適用額明細書について」

「適用額明細書について」

「決算・申告実務研修」　

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

「決算・申告実務研修」

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

「新設法人のための会社の税金」

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

伊達 税務研修 「納税者サービスの充実について」　

地区 （社長・事務担当者） 　 室蘭税務署　署長　會田　美千子　氏

「年末調整説明会」　

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

「年末調整説明会」　

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

「年末調整説明会」　

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

「決算・申告実務研修」

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

「決算・申告実務研修」

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

税務研修

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

登別
商工会議所

伊達

税務研修2.19 きらん

伊達
商工会議所

税務研修2.20

税務研修
伊達歴史の杜
カルチャーセン
ター

税務研修

税務研修 きらん

1

テーマ　・　講師等

4.17 税務研修

開催日 事　　業 　場　所

4.16

豊 浦 4.15 税務研修 豊浦社会館

壮 瞥
壮瞥町

商工会館

伊達 4.10 税務研修

税務研修
登別

商工会議所

洞爺湖

9.29

登 別

登別

伊達

伊達

4.21

9.25

11.17

11.19

9.26

11.28

11.21

15

17

18

32
HOTEL
DATTEL

税務研修

23

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

　　室蘭税務署法人課第一部門　国税調査官　傳法　章由　氏

19

北海ホテル

35

33

税務研修
伊達

商工会議所

きらん

伊達市市民
活動センター

税務研修
室蘭市中小
企業センタ
－

4

7

8

　「 事 業 明 細 　～　事 業 区 分 別 」

　１．公益１－１ ～ 税知識の普及を目的とする事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月31日現在

－4－

25

54



　１．公益１－2 ～ 納税意識の高揚を目的とする事業

支部 事業 参加

部会等 区分 者数

4.　1 税情報の発信 税情報「ほうじん」春号の配布 1,106

室蘭市立
「税金と私たちの生活」　　

白蘭学園 ビデオ鑑賞、講義、冊子「おじいさんの赤いつぼ」、
「タックスフントとけんた君」、法人会グッツ（ノート）配布

室蘭市立
「税金と私たちの生活」　　

天神小学校 ビデオ鑑賞、講義、冊子「おじいさんの赤いつぼ」、
「タックスフントとけんた君」、法人会グッツ（ノート）配布

伊達市立 「税金と私たちの生活」

伊達小学校 ビデオ鑑賞、講義、冊子「おじいさんの赤いつぼ」、
「タックスフントとけんた君」、法人会グッツ（ノート）配布

登別市立 「税金と私たちの生活」

幌別小学校 ビデオ鑑賞、講義、冊子「おじいさんの赤いつぼ」、
「タックスフントとけんた君」、法人会グッツ（ノート）配布

7.4 税情報の発信 税情報「ほうじん」夏号の配布 1,100

絵はがき 作品の募集 「税に関する絵はがきコンクール」 作品募集
1,270

(依頼数)

コンクール 管内小学校  30校に依頼

6年生

室蘭 「税に関する絵はがきコンクール」審査会　207点

プリンスホテル 会長、部会役員、矢元全道美術協会員、會田室蘭税務署長他

壮瞥町内

小中学生

絵はがき 小学校6年生を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」表彰

表彰式 受賞者　最優秀賞、優秀賞、佳作　計4名

10.21 税情報の発信 税情報「ほうじん」秋号の配布 1,094

絵はがき 小学校6年生を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」表彰

表彰式 受賞者　２名

絵はがき 小学校6年生を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」表彰

表彰式 受賞者 税務署長賞、会長賞、女性部会長賞、優秀賞2名、佳作１名

壮瞥町書道展 「税の書道コンクール」受賞者１８名

審査会 教育長、実行委員長、壮瞥小中学校長他

税に関する書道展鑑賞会（共催）

小中学校に対する法人会グッツの配布

共催（壮瞥町、壮瞥町商工会、壮瞥青色申告会、法人会）

「税の書道コンクール」受賞者１８名の作品を

壮瞥町文化祭に出品

共催（壮瞥町、壮瞥町商工会、壮瞥青色申告会、法人会）

地域に対する納税意識の高揚を目的にカボチャに

「税を考える週間」標語を刻印し展示

（壮瞥高校園芸科に委託）

青年

「書道コンクール」町内小中学校2校を対象に作品募集
書道

コンクール

7～8月

女性

壮瞥

壮瞥
「道の駅」

11.4

壮瞥
壮瞥町

商工会舘

女性

5.21
租税教室及び
法人会グッツ
配布

事　　業 　場　所

82

開催日

－5－

登別市立
鷲別小学校

女性

女性

女性

青年

5.14

室蘭市立
みなと小学校

10.27

9～10月

壮瞥
11.7～
11.9

壮瞥町
書道展

青年

青年

5.28

租税教室及び
法人会グッツ
配布

テーマ　・　講師等

5. 9

10.17
室蘭市立

天神小学校

壮瞥町
商工会舘

壮瞥町
書道展

11.4～
11.5

87

207

33
租税教室及び
法人会グッツ
配布

123

18

54

10

5

11

15

8

9

123

税を考える週間
広報活動

11.6～
11.17

租税教室及び
法人会グッツ
配布

壮瞥

9.10
絵はがき
審査会

10.27

　地域交流セ
ンター山美湖

壮瞥



11.11～ 「税に関する絵はがき」「標語」等

11.17 税に関する作品の展示

税広報パレード（共催）

保育園児等に対する法人会グッツの配布

壮瞥町書道展 町内小・中学生を対象とした「税に関する書道展」

表彰式 表彰式　受賞者18名

（第一部）「納税者サービスの充実について」

講師:室蘭税務署長　會田　美千子氏

R8　1.13 税情報の発信 税情報「ほうじん」新年号の配布 1,085

洞爺湖 2.20
法人会グッツ
の配布

洞爺湖町
小学校

新入学児童に対する税のマンガ本、文房具の配布 30

３．公益１－３ ～ 税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業

支部 事業 参加

部会等 区分 者数

式典、講演会、懇親会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　沼田部会長他5名

式典、講演会、懇親会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮澤部会長他３名

令和８年度税制改正要望　他

式典、講演会、懇談会　　    　　　金濱会長他５名

式典、分科会、講演会、懇親会

　　　　　　　　　　　　　　　       沼田部会長他3名

４．公益２ ～ 地域企業の健全な発展に資する事業

支部 事業 参加

部会等 区分 者数

10.3
税制改正提言

全道大会

壮瞥 11.12

オンデマン
ドセミナー

11.12～
11.14

　場　所

6

豊浦

青年

女性

天然豊浦温泉
しおさい

11.20～
11.21

R7.４月
～

R8.3 月

第19回全国
女性フォーラム

北海道大会

開催日 事　　業

旭川市

甲府市

11.14
経営セミナー

（共催）

2
令和8年度
税制改正
提言活動

地元選出国会議員、地方自治体首長宛要望活動

4

4

30

67

12

37

当会ホーム
ページ

テーマ　・　講師等

1,281

税を考える週
間記念講話

30

全国青年の集
い山梨大会

6

「地域が元気になる講演会―100円商店街の魔法―」
講師　NPO法人アンプ　理事長　齊藤一成　氏

コンテンツ数７３３本　アクセス数７，８０７　

テーマ　・　講師等

11.14

税に関する作
品展　（共催）

モルエ中島　他
計3か所

事　　業

札幌市9.18

小樽市

開催日

壮瞥町商工会11.13

室蘭ﾌﾟﾘﾝｽ
ﾎﾃﾙ

　場　所

8.29
全道青年の集
い小樽大会

税の広報
パレード

壮瞥町内

－6－

壮瞥

青年

女性



５．公益３ ～ 地域社会への貢献を目的する事業

支部 事業 参加

部会等 区分 者数

（第二部）「サイバー担当刑事が教える

　　　　　　　サイバーリスク・ネット犯罪の手口と対策」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師:　森　　雅人　氏

「屋敷　要」さんの野球教室

（豊浦町教育委員会共催）

ひとり親家庭クリスマス会

（伊達はまなす会共催）

「高市政権の行方」

　　　　　　　　　　　　　　　政治ジャーナリスト　田﨑　史郎　氏

Ⅱ．収益・共益等事業（会員親睦・福利厚生関係・組織強化・部会研修会等）

支部 事業 参加

部会等 区分 者数

伊達 他１ 4.10
総　　会

会員親睦
HOTEL
DATTEL 総会後　懇談会 27

豊浦 他１ 4.15
総　　会

会員親睦
勝寿司 総会後　懇談会 15

登別 他１ 4.16
総　　会

会員親睦
旬の華　和か菜 総会後　懇談会 16

壮瞥 他１ 4.17
総　　会

会員親睦
ばんけい温泉

湯人家 総会後　懇談会 17

洞爺湖 他１ 4.21
総　　会

会員親睦
北海ホテル 総会後　懇談会 16

青年

女性

青年
女性

本部 他１ 5.29
定時総会
会員親睦

室蘭ﾌﾟﾘﾝｽ
ﾎﾃﾙ 総会後　懇談会 38

登別 他１ 6.18 会員親睦 登別CC 春季会員親睦ゴルフ大会 24

登別 他１ 6.18 会員親睦
焼肉居酒屋
ぐうちょきぱ 春季会員親睦ゴルフ大会 懇談会 14

登別 他１ 6.29 会員親睦 亀田記念公園 食べ放題!飲み放題!会員交流会(共催) 83

他１ 8.27 会員親睦
室蘭ﾌﾟﾘﾝｽ

ﾎﾃﾙ 第３回理事会後　懇談会 37

女性 他１ 8.29 視察研修 小樽市 小樽ワインギャラリ―・銀鱗荘等視察 7

他１ 10.15 会員親睦 登別CC 会員親睦ゴルフ大会 23

他１ 10.15 会員親睦
焼肉居酒屋
ぐうちょきぱ 会員親睦ゴルフ大会 懇談会 12

伊達地区 他１ 11.17 会員親睦 だて大和屋 社長・事務担当者合同研修会後　懇談会 23

青年

女性

青年
女性

11.14
「税を考える
週間」記念

講演会

室蘭ﾌﾟﾘﾝｽ
ﾎﾃﾙ

クリスマス会
（共催）12.7

洞爺湖

女性

HOTEL
DATTEL 97

室蘭港まつり市民踊り参加者への節電啓発用団扇配布 200

豊浦 11.29
野球教室

(協賛)
ふるさとドーム 28

4.23-
4.25

JR洞爺駅前
海岸通り

7.26
いちご

プロジェクト
室蘭市
中央町

37

環境美化
花壇整備事業

30

事　　業 　場　所 テーマ　・　講師等

163

6

30

22

19

特別講演会
（共催）

研修テーマ「源泉所得税の改正について」
室蘭税務署法人課税第１部門　国税調査官　傳法　章由　氏

総会後　懇談会

花の植栽、花壇整備

中嶋神社
蓬崍殿

R8.2.4 部会研修会
リストランテ

カリーナ 研修テーマ「源泉所得税の改正事項について」

他１ 2.5 会員親睦
リストランテ

カリーナ 合同新年会

他１

－7－

他１

他１ 5.13
総　　    会
部会研修会

室蘭ﾌﾟﾘﾝｽ
ﾎﾃﾙ

5.13 会員親睦
室蘭ﾌﾟﾘﾝｽ

ﾎﾃﾙ

開催日 事　　業 　場　所 テーマ　・　講師等

開催日

R8.1. 28



[単位会関係]

１． 本部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年３月３１日現在 

実施日 会議・研修会 　　場　　　所 標題・内容

4.16 総務委員会
室蘭市生涯学習セ
ンター「きらん」 令和６年度事業報告（案）・決算（案）　他　　　

4.17 本部監査会 本部事務所 令和６年度事業及び会計監査

4.24 第１回正副会長会議 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 理事会提出議案について　他

4.24 第１回理事会 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 令和６年度事業報告及び決算の承認について　他

5.26 室蘭市租税教育推進懇話会 室蘭市役所 令和６年度事業報告、令和７年度事業計画等について　

5.28 登別市租税教育推進懇話会 登別市民会館 令和６年度事業報告、令和７年度事業計画等について　

5.29 第３８回定時総会 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
令和６年度事業報告、決算の承認について、任期満了に
伴う役員改選　他

5.29 第２回理事会(臨時) 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
任期満了に伴う、正副会長並びに専務理事及び相談役の
選任決議について他

7.23
厚生委員会並びに
福利厚生制度連絡協議会

室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
令和６年度福利厚生制度推進結果、令和7年度推進策に
ついて　他

8.27 第2回正副会長会議 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 理事会提出議案について　他

8.27 第3回理事会 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
理事の職務執行状況・会員の移動状況・道法連委員会
報告他

9.12 税を考える週間実行委員会 室蘭税務署 令和７年度「税を考える週間」の行事計画について　他

10.14
室蘭市産業教育センター専門
委員会・定時総会合同会議

室蘭商工会議所
2024年度事業報告並びに収支決算、2025年度事業計画・
収支予算(案)　他

10.24 上期事務局連絡協議会 伊達商工会議所 理事の職務執行状況・仮決算関係　他

R8  1.　6 室蘭商工会議所新年交礼会 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 金濱理事・専務理事出席

1.8 登別商工会議所新年交礼会 登別市民会館 畠山専務理事出席

1.8 室蘭民報新年交礼会 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 畠山専務理事出席

1.9
源泉所得税のダイレクト納付
100％宣言署名式

室蘭税務署 宣言書署名式・体験

1.23 室蘭地区税務指導協議会 室蘭税務署 室蘭税務署提案事項、関係団体提案事項他

2.9
伊達市
租税教育推進懇話会総会

書面開催 令和７年度事業報告、令和８年度事業計画等について他　

3.11 総務・事業合同委員会
室蘭市生涯学習ｾﾝﾀｰ

「きらん」 令和８年度事業計画及び予算（案）　他

3.24 第3回正副会長会議 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 第４回理事会提出議案について　他

3.24 第４回理事会 室蘭ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
令和８年度事業計画（案）並びに収支予算（案）について
他

3.25 下期事務局連絡協議会 伊達商工会議所 令和７年度決算注意事項、令和８年度予算　他

「 会 議、会 合 等 」　
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２． 支部関係

実施日 　　会議・研修会 場　　　所 標題・内容

役員会議

（壮瞥支部）

役員会議

（伊達支部）

令和７年度事業報告会

（伊達支部）

役員会議

（豊浦支部）

令和７年度定期総会

（豊浦支部）

役員会議

（登別支部）

令和７年度定期総会

（登別支部）

令和７年度定期総会

（壮瞥支部）

役員会議

（洞爺湖支部）

令和７年度定期総会

（洞爺湖支部）

税を考える週間実行委員会

（壮瞥支部）

３． 青年部会・女性部会　

実施日 　　会議・研修会 　　場　　　所 標題・内容

令和７年度定時総会

（青年部会）

令和７年度定時総会

（女性部会）

令和７年度総会提出議案について

登別商工会議所
令和６年度事業報告及び収支決算、令和７年度事業
計画・予算の承認、任期満了に伴う役員改選について

令和７年度総会提出議案について4. 10 HOTEL DATTEL

壮瞥町商工会館 令和７年度「税を考える週間」事業実施内容について　

令和６年度事業報告及び収支決算、令和７年度事業
計画・予算の承認、任期満了に伴う役員改選について

4.21 北海ホテル 令和７年度総会提出議案について

令和６年度事業報告及び収支決算、令和７年度事業
計画・予算の承認、任期満了に伴う役員改選について

4.15

北海ホテル

豊浦町社会館

4. 17 壮瞥町商工会館
令和６年度事業報告及び収支決算、令和７年度事業
計画・予算の承認、任期満了に伴う役員改選について

4. 10 HOTEL DATTEL

4.16 登別商工会議所 令和7年度総会提出議案について

4. 3 壮瞥町商工会館

室蘭プリンスホテル

5.13

令和６年度事業報告及び収支決算、令和７年度事業
計画・予算の承認、任期満了に伴う役員改選について

4. 15 豊浦町社会館 令和7年度総会提出議案について

令和６年度事業報告及び収支決算、令和７年度事業
計画・予算の承認、任期満了に伴う役員改選について

室蘭プリンスホテル
令和６年度事業報告及び収支決算、令和７年度事業
計画・予算の承認、任期満了に伴う役員改選について

4.16

4.21

5.13

9.12
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[全法連・道法連諸会議]　　

実施日 　　会議・研修会 　　場　　　所 標題・内容

4. 20 第２回青連協正副会長会議
ニューオータニイン

札幌
第33回北海道法人会青年の集い小樽大会について、
総会運営について他   　　　　　　　　　菊谷前部会長出席

4.2０
道法連青連協
令和７年度定時総会

ニューオータニイン
札幌

令和６年度事業報告・収支決算ついて、役員改選(案)に
ついて他　　　　　　  　菊谷前部会長、沼田新部会長出席

5.30 女連協定時総会 札幌パークホテル

令和６年度事業報告並びに収支決算（案）・令和７年度
事業計画並びに収支予算（案）について、令和７年度役
員の選任について　他　　　　 　　　　　　　宮澤部会長出席

6.11 令和７年度　通常総会
ニューオータニイン

札幌

令和６年度事業報告、令和７年度事業計画・収支予算
について、　任期満了に伴う役員の改選他
                                        　　金濱会長　他　３名出席

7. 23 第1回事業研修委員会
ホテルモントレエー
デルホフ札幌

令和7年度事業研修に係る事業計画について　他
                                     　        　     竹内副会長出席

10.9
道法連女連協
第1回全道部会長会議

ニューオータニイン
札幌

第25回北海道法人会女性部会全道大会・札幌大会に
ついて他　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　宮澤部会長出席

11.5 第1回広報委員会・研修会
ホテルモントレエー
デルホフ札幌

全法連広報委員会報告、「税を考える週間」新聞広告
について他    　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀口理事出席

R8 2.17 健康経営推進特別委員会
ホテルモントレエー
デルホフ札幌

全法連の健康経営の取り組み・施策について、道法連
健康経営事業計画（案）について他　　　　　佐藤理事出席

2.20 第2回事業研修委員会
ホテルモントレエー
デルホフ札幌 令和8年度事業計画（案）他　　　　　　　専務理事代理出席

3.4 第２回広報委員会
ニューオータニイン

札幌 令和８年度広報関係事業計画（案）他　　　堀口理事出席

3.12 総務委員会
ニューオータニイン

札幌
令和８年度事業計画・収支予算（案）について　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　金濱会長出席

3.26 第５回理事会・理事会研修会
ニューオータニイン

札幌
令和８年度事業計画・収支予算（案）について　他
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　金濱会長・北川副会長出席
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「令和８年度税制改正に関する提言活動」 

 

 

法人会の中心的課題としての税制改正提言の実現を図るため、全国的に地

域選出の国会議員への陳情が行われ、北海道においても各単位会会長よりそ

れぞれ地元選出議員並びに地元代表自治体等に対し、「令和８年度税制改正

に関する提言」を提出陳情しました。 

当会も、例年通り会長、道法連会長の連名で支援と協力を要請いたしまし

た。提言事項中で実現した事項については、「令和８年度税制改正提言の主

な実現事項」としてまとめております。 

 

令和７年１１月１２日～１４日 

 

衆議院議員   山 岡 達 丸 殿 

   室蘭市長    青 山   剛 殿 

   登別市長    小笠原 春 一 殿 

伊達市長    堀 井  敬 太 殿 

洞爺湖町長   下 道 英 明 殿 

壮瞥町長    田 鍋 敏 也 殿 

豊浦町長    杉 谷 佳 昭 殿 

 

(文面) 

 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

  私ども法人会は、「税のオピニオンリーダー」として、企業の発展を支援

し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体です。  

 本会では、毎年税制改正に関し、政府・政党・関係省庁等に対して建設的

な意見を提言しその実現を訴えており、本年も別添のとおり「令和８年度税

制改正に関する提言」を取りまとめました。 

 つきましては、提言の趣旨を充分にお汲み取り頂き、その実現に格別のご

配慮を賜りますようお願い申し上げます。 
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令和８年度税制改正に関する提言 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 全国法人会総連合  
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令和８年度税制改正スローガン 

 

 

○社会保障に充てる消費税の減税は慎重な検討が必要 

      将来世代にツケを回さない仕組み作りを！ 

 

 

○「金利のある世界」への回帰を踏まえ、 

       金融市場の動揺を招かない財政運営を！ 

 

 

○企業への過度な社会保険料負担を抑制し、 

       中小企業の活性化に資する税制措置を！ 

 

 

○本格的な事業承継税制を確立し、 

     地域経済と雇用の担い手の中小企業を守れ！ 
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≪はじめに≫ 

 

 我が国経済を取り巻く環境は急速に変化している。食料やエネルギーなどの国際

的な価格高騰を契機にして円安も加わって輸入物価が押し上げられ、国内の消費者

物価も年率２％を超える水準で推移している。デフレ期からインフレ期への転換期

に突入し、国民生活や産業に大きな影響を与えつつある。日本銀行は昨年３月に異

次元の金融緩和を終了し、金融市場は「金利のある世界」に回帰した。今後の物価

動向などによってはもう一段の金利上昇も見込まれている中で、米国のトランプ関

税の影響もあって日本経済の行方を不透明にしている。 

 こうした経済環境の変化に伴い、政府・与党の経済・財政運営も見直しを迫られ

ている。国民生活を支える物価高対策は必要だが、これまでのように国民一律に支

援するばらまき型ではなく、生活に困っている世帯に対象を限定した上で、手厚く

支援する実効的な対策が求められる。そのためには安定した財源の確保に加え、マ

イナンバーを活用するなどして世帯の所得を正確に把握できるような仕組みの構

築も欠かせない。財政健全化に向けて財政規律を回復させることは、安定的な経済

成長と日本経済の持続可能性を高めるための国家的な課題である。自律的な経済成

長を促すための新たな戦略が求められている。 

 しかし、今年７月の参院選において与党は国民１人当たり２万円の給付を打ち出

し、野党各党は消費税減税を公約に掲げた。いずれも支援対象を限定せず、国民一

律に支援する仕組みである。その財源に関しても税収の上振れ分を充てるとするな

ど、責任ある財源論は聞かれなかった。特に社会保障の財源に充てる消費税の減税

は、高齢化の進展に伴って社会保障給付に対する財政需要が高まっていく中で、物

価高対策として適切な政策と言えるのだろうか。消費税減税の代わりに給料から天

引きされる社会保険料が高くなれば、企業負担だけでなく、現役世代の負担も重く

なる。こうした点からも与野党で税と社会保障を一体的に改革し、国民負担のあり

方を改めて考える必要がある。 

 世界経済に対するトランプ関税の影響は今後、本格化する恐れがあり、日本に与

える打撃にも細心の注意が求められる。こうした中で地域経済と雇用の担い手であ

る中小企業の経営環境も厳しさを増しており、税財政上のきめ細かな支援が不可欠

である。全国的に人手不足が深刻化する中で、中小企業は物価上昇を上回る高い賃

上げを要請されており、優秀な人材を確保する観点からも防衛的な賃上げを迫られ

ている。賃上げ原資を確保するには、適正な価格転嫁など取引慣行の是正は喫緊の

課題である。また、円滑な事業承継の実現に向けた政策的な後押しは、地域経済の

活性化を促すためにも欠かせない。 



- 15 - 

 

≪基本的な課題≫ 

 

Ⅰ．税・財政改革のあり方  

 

 世界が新型コロナウイルスの影響から脱した後、日本の社会経済も以前の情景に

戻った。ただ、コロナ禍への緊急対応で政府が大規模な財政出動に踏み切ったこと

で、国と地方を合わせた長期債務残高は今年度末で１，３００兆円を超え、国内総

生産（ＧＤＰ）の２.１倍の水準まで悪化する見通しだ。すでにコロナ禍前の段階

で日本の債務残高は主要先進国の中で最悪の水準に達していたが、緊急的な財政出

動を経てさらに財政事情が悪化したことに留意しなければならない。 

 石破茂政権が本年６月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針２０２５」

（骨太の方針）によると、国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス＝Ｐ

Ｂ）を黒字転換する時期の目標について、昨年までは２５年度としてきたが、これ

を２５～２６年度と幅を持たせて後退させた。目標年次が近づくたびに目標

の先送りを繰り返している。また、政府は「経済・財政新生計画」において、 

２０３０年度まで引き続き経済再生と財政健全化を両立させることとした。今後は

目標を後退させることなく、着実な実行が求められる。 

 ただ、７月の参院選後には、積極財政を求める野党の議席が大きく伸びたことで

財政健全化に向けた取り組みが停滞するとの見方が浮上し、長期金利が上昇（債券

価格は下落）して一時、１７年ぶりの高値となる１.６％に達した。今後も金利の

上昇が続けば、過去の借金の利払いなどに充てる国債費も増えて財政を圧迫しかね

ない。実際に英国では３年前、当時のトラス首相が国債等を財源とする大規模減税

を表明したことで金融市場が動揺し、債券と為替、株式がトリプル安となる「トラ

ス・ショック」が起きた。日本でも「金利のある世界」に回帰した経済環境を考慮

し、金融市場の動向も見据えた税・財政運営が欠かせない。 

 

１．財政健全化に向けて 

財政健全化は国家的課題であり、本格的な歳出・歳入の一体的改革を進めるこ

とが重要である。歳入では安易に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出

については聖域を設けず、分野別の具体的な削減の方策と工程表を明示した上で

着実に改革を実行し、我が国財政の持続可能性を確保しなければならない。特に

今後、大規模な自然災害や新たな感染症の拡大等、有事の際には膨大な財政需要

が発生することも想定される。そうした事態が起きた場合でも、機動的な財政出

動を可能にするために財政健全化は必要な取り組みである。 

 日本銀行は昨年３月にマイナス金利政策を解除し、金利が引き上げられた。財

務省の試算によれば、今後も金利上昇が続けば、将来的には税収増より国債の利

払い費の方が増える事態が想定されている。経済の正常化が進んで金利が上昇す

れば、国債の利払い費の増加は免れない。国債の信認が揺らげば、経済成長を阻

害することなども考えられる。政府と日銀には健全な関係を構築し、金融市場の

動揺を招かないような細心の政策運営を求めたい。 
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（１）参院選に向けた物価高対策の公約として、「消費税減税」がクローズアップ

されたが、社会保障と税の一体改革では「消費税率引き上げによる増収分 

を含む消費税収は、全て社会保障財源に充てる」とされており、消費税率を 

引き下げた場合の減税分は別の財源を確保するか、結局は国債に頼らざるを 

得なくなる。このため、物価高対策や低所得者対策は消費税減税で対応する

のではなく、真に支援が必要な人に限定した給付措置が望ましい。 

   また、政府は物価高対策として、税収の上振れ分などを財源に国民 1人当た 

り２万円の給付を検討しているが、これも本来は国民一律に支給するのでは

なく、高所得者を除くなど対象を限定すべきである。 

 

（２）政府は「こども・子育て政策」として、２０２８年度までに総額３．６兆 

円を追加で予算計上することを決めている。この財源は歳出改革に加え、 

医療保険料に上乗せして徴収する「支援金制度」などで賄うとしているが 

こうした支援金制度は社会保険料を少子化対策に充てる実質的な「隠れ増 

税」と言わざるを得ない。 

   制度導入を主導した当時の岸田文雄首相は、賃上げや歳出改革などで社会 

保険料負担を抑制するため、「実質的な負担増はない」と説明した。しかし、 

持続的な賃上げがいつまで続くかは不透明である。先の通常国会では、少 

子化対策の財源に充てるとしていた「高額療養費制度」の自己負担上限の 

引き上げも見送られた。歳出改革が想定通りに行われなければ、結局は国 

債頼みとなりかねない。 

   

（３）防衛力の抜本強化では防衛費を２０２７年度までの５年間で総額４３兆円 

とすることを決定しているが、大半が歳出改革や決算剰余金の活用で財源 

を捻出することとしており、財源としての安定性を欠いている。また、防 

衛力強化に係る財源確保のための税制措置のうち、所得税については「い 

わゆる『１０３万円の壁』の引上げ等の影響も勘案しながら、引き続き検 

討する」こととしており、その実施時期は不透明である。日本を取り巻く 

安全保障環境が厳しさを増す中で、着実に防衛力を強化するためにも安定 

      財源の確保が重要である。 

 

２．社会保障制度に対する基本的考え方 

 我が国は先進国で最速のスピードで少子高齢化が進み、かつ人口が減少するとい

う極めて深刻な構造問題を抱えている。政府は我が国本来の「中福祉・中負担」を

目指した税財政改革により、持続可能な社会保障制度の構築と財政健全化の両立に

取り組まなければならない。団塊の世代すべてが後期高齢者となり、令和６年度に

約１３８兆円だった社会保障給付費は、高齢者人口がピークを迎える２０４０年に

は１９０兆円に達する見込みである。社会保障給付費が膨らむ中で持続可能な社会

保障制度を構築するには、適正な「負担」を求めるとともに、「給付」も重点化・効

率化することで可能な限り抑制する取り組みが欠かせない。 
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社会保障のあり方を巡っては、「自助」「公助」「共助」の役割と範囲を改めて見直す

ほか負担の公平性を確保する視点も重要である。このため、医療保険の窓口負担や

介護保険の利用者負担などの本人負担については、高齢者においてもその能力に応

じて一定の負担を求める応能負担の原則を確立し、幅広い理解を得る必 

要がある。 

 中小企業は物価高騰の中で物価上昇を上回る賃上げが求められ、厳しい経営を強

いられている。さらに昨年１０月から社会保険の適用範囲が拡大されたが、賃金要

件は３年以内に、企業規模要件も１０年かけて撤廃することとしている。中小企業

の社会保険料負担は年々増加しており、事業主への過度な保険料負担を抑制しつつ、

女性の就労や人材確保の観点から、配偶者控除や第３号被保険者制度の問題を含め、

税と社会保障を一括して議論しなければならない。 

（１）いわゆる「１０６万円の壁」への対応として、扶養から外れる人の保険料 

      の一部を勤務先が負担する場合、国が上限を設けて助成する仕組みが設け 

      られた。また、「１３０万円の壁」に対しては、繁忙期の残業等により収入 

      が一時的に増えた場合、事業主の証明により引き続き被扶養者認定される    

      こととなっている。一方、新たに厚生年金に加入する人の「保険料負担軽 

      減措置」として、年収１５１万円未満の従業員に対しては労使折半となっ 

      ている保険料について、企業側がより多く負担できる仕組みが検討されて 

      おり、多く支払った企業はその分を全額支援される助成措置を講じること  

      としている。ただ、いずれも一時的な措置にとどまっており、安定的な制 

      度の構築が求められる。 

 

（２）公的年金については５年に一度の年金財政の検証を踏まえ、厚生年金の積 

立金を財源に充当する基礎年金の底上げが検討されている。基礎年金はマ 

クロ経済スライドの適用などに伴い、将来的には受給額が最大３割減少す 

ると見込まれており、高齢単身女性などへの低年金対策と位置付けられて 

いる。実際には次回の年金財政の検証を踏まえて実施の可否を判断する方 

針だが、厚生年金加入者からは「積立金の流用だ」とする批判も出ている 

ほか、基礎年金の底上げはその半分を拠出している国庫負担の増加も見込 

まれる。いずれにしても抜本的な制度改革は、老後の生活設計に影響する 

テーマであり、省庁間の壁を取り払い、与野党が一体となって幅広く議論 

する必要がある。 

（３）少子化対策については、現金給付よりも保育所や学童保育等の環境整備、 

保育士の待遇改善などの現物給付に重点を置くべきである。高校授業料の 

無償化も所得制限が撤廃されることとなったが、これは国会審議で予算を 

成立させるため、少数与党が野党の要求を受け入れて急遽決定したもので 

ある。このため、高校授業料無償化に伴う影響評価や財源が担保されてい 

るとは言えない。公平性の観点からも課題を残しており、与野党による精 

緻な議論を求めたい。 
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（４）医療は成長分野と位置付け、デジタル化対応など大胆な規制改革を進める 

必要がある。また、社会保障給付の急増を抑制するためには診療報酬（本 

体）の配分等を見直すとともに、ジェネリック（後発医薬品）の安定した 

供給体制を確立する必要がある。薬剤費を抑制する観点からセルフメディ 

ケーション税制の対象となる医薬品などの拡充も欠かせない。 

（５）介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護が必要な者と 

そうでない者とにメリハリをつけ、医療と同様に公平性の視点から給付及 

び負担のあり方を見直す。また、生活保護については今後、高齢者の増加 

に伴って給付の増加も見込まれており、給付水準のあり方などを見直すと 

ともに、不正受給の防止など厳格な運用が求められる。 

 

３．行政改革の徹底等 

政治資金の問題については、政治資金規正法の見直しが行われたものの、依然 

として国民の政治に対する不信感は解消されていない。また、こうした政治家の 

不祥事は、国民の納税意欲を著しく阻害することになりかねない。政治資金に関

する透明性の向上や使途の適正化、罰則の厳格化を図るべきである。 

  水膨れが指摘されている各種の政府基金については、中長期的な政策課題など

に対応するために予算計上された資金を貯めておき、複数年度にわたって支出す

る仕組みとしている。現在も半導体や宇宙分野などの基金には多額の予算が拠出

されているが、これらの基金に充てられる予算の使途や事業運営には監視の目が

行き届かず、政策効果の検証も疎かになりがちである。政府は基金に計上する予

算は費用の３年分を目途とし、追加する場合は事業の成果を確認するとのルール

を設けた。こうしたルールの徹底を図りながら、長年にわたって使われない基金

の余剰資金は国庫に返納するなど、適正な基金運用に努めるべきである。 

 国・地方の財政健全化は、歳出・歳入の一体的改革によって進めることが重要

である。地方を含めた政府・議会は「まず隗より始めよ」の精神に基づき、自ら

身を削って行政改革を推進しなければならない。 

以下の諸施策について、直ちに明確な期限と数値目標を定めて改革を断行するよ

う強く求める。 

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の抑制を求める。また、調査 

研究広報滞在費（旧文通費）や政務活動費等の適正化。 

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の効率的な要員配置と、能力を 

      重視した賃金体系の導入などによる人件費の抑制。 

（３）「第２の予算」とも呼ばれる特別会計と各省庁が管轄する独立行政法人の無 

駄の削減。 

（４）官業に対してＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクルを確立し、事 

業のチェック等を継続的に実施することを求める。また、積極的に民間活 

力を導入した民需主導の自律的な経済成長。 
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４．マイナンバー制度について 

  行政のデジタル化を推進する社会インフラであるマイナンバーは、国や地方自治

体によるＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の基盤ともなる。マイナン

バーカードの保有率は令和７年７月現在で７９．２％まで高まったが、マイナンバ

ーカードと健康保険証を組み合わせたマイナ保険証の利用率は同年６月現在で３

０．６４％にとどまるなど、国民や事業者がマイナンバー制度を正しく理解し、積

極的に活用しているとは言い難いのが現状である。政府は引き続きマイナンバー制

度の意義を周知するとともに、行政事務のコストカットに資する等、その具体的な

効用を国民や事業者に明示するなどして、マイナンバーカードの利用拡大を促す必

要がある。 

マイナンバーカードの利便性を高めるためには、各種行政サービスの手続きを

ワンストップ化することが重要である。国税電子申告「ｅ－Ｔａｘ」や地方税電

子申告「ｅＬＴＡＸ」を利用した場合の申告納税手続きの簡素化や各種手当等の

申請手続きを簡略化すれば、マイナンバーカードの普及にもつながる。また、令

和７年３月からは運転免許証との一体化が始まった。マイナ免許証にすることで

更新手数料等が割安になったり、住所等変更手続きの負担が軽減されたりする等

のメリットがある。 

なお、マイナンバーカードと電子認証にはそれぞれ異なる有効期限が設定されて

おり、行政窓口で更新手続きをする必要がある。こうした点の周知は不足している。

国民の幅広い利用を促進するためにも周知徹底を図りながら、更新手続きの簡略化

も進めなければならない。 

 社会保障と税、災害対策に限定していた利用範囲は、マイナンバー法等の改正に

よって一部拡大されたが、どこまで広げるかは今後の重要な課題である。すでに年

金や給付金などの公金の受け取り口座としてマイナンバーと銀行口座を紐付ける取

り組みも進んでいるが、これを拡大して世帯所得を把握することができるようにな

れば、例えば経済対策で支援が必要な困窮世帯に限定して現金を給付する措置を講

じるなどの効率化も可能となる。世帯間の公平性を確保する観点からも、そうした

実効的な取り組みに向けて国民的な議論を喚起してもらいたい。 

さらに、官・民を含めて個人情報の漏洩や第三者による悪用を防ぎ、プライバシ

ー保護等の徹底を図り、マイナンバー制度の適切な運用が担保される措置を着実に

講じることで、国民の不安払拭に努める必要がある。 

 

５．今後の税制改革のあり方 

今後の税制改革に当たっては、①少子高齢化や人口減少社会の急進展②デジタル

化や働き方の多様化③グローバル競争とそれがもたらす所得格差の拡大など、経

済・社会の大きな構造変化④国際間の経済取引の増大や多様化、諸外国の租税政策

等との国際的整合性――などにどう対応するかという視点を踏まえ、経済の持続的

成長と雇用の創出に向けて税制全体を抜本的に見直していくことが重要な課題で

ある。 
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Ⅱ．経済活性化と中小企業対策 

 

 新型コロナウイルス禍の影響から脱し、日本経済は正常化に向けて歩み始めてい

るが、地域経済と雇用を支える役割を担う中小企業の経営環境は依然として厳しい

状況にある。全国的に人手不足が深刻化する中で着実な賃上げを求められており、

今年の春闘の中小企業における賃上げ率は昨年を上回った。最低賃金もここ数年、

大幅に引き上げられる傾向が続いている。すでに中小企業の労働分配率は大企業に

比べて相当高い水準に達しており、政府が目標に掲げるような物価上昇を上回る賃

上げを継続し、賃上げ原資を確保するためには生産性の向上などに資する政策的な

支援に加え、原材料費や光熱費、そして人件費を含めたコストの適正な価格転嫁を

促すなど、取引環境の整備が不可欠である。 

 先の通常国会では約２０年ぶりに下請法が抜本的に改正され、来年１月から「中

小受託取引適正化法」が施行される。改正法では発注事業者が取引先の下請け企業

と協議せず、一方的にコストを無視した取引価格を決めることが禁止された。これ

までも低い対価を押しつける「買いたたき行為」は禁じられていたが、その実効性

をさらに高める狙いがある。改正法の趣旨を徹底するためには、公正取引委員会や

中小企業庁など当局が連携し、取引状況などを厳しく監視することが必要である。

中小企業の資金繰りを圧迫する要因ともなっていた約束手形による支払いも禁止

された。政府は２６年に約束手形の廃止を目指しており、適切な運用が求められる。 

 人手不足や継続的な賃上げなど中小企業が抱える構造的な課題を解決するため

には、中小企業自らの経営改革も重要になる。そうした改革に取り組むためには、

新たな付加価値の創出につながるような支援策も必要である。また、中小企業経営

者の高齢化が指摘されている中で、中小企業が保有する独自の技術やサービスを引

き継ぎ、地域のサプライチェーン（供給網）機能を維持するため、それぞれの事情

に応じたきめ細かな事業承継を後押しする必要がある。 

 

１．中小企業の活性化に資する税制措置 

 中小企業は地域経済の重要な担い手であるだけでなく、日本経済の礎でもある。

中小・零細企業は企業全体の９割以上、国内雇用の７割を占める大きな存在である。

そうした企業が将来にわたって存続し、存在感を発揮し続けるためには、中小企業

の活性化が不可欠である。地方創生の観点からも政府と自治体が緊密に連携しなが

ら、地域の中小企業に元気を与えるような税制措置を強く求める。 

 

（１）法人税率について 

令和８年度より防衛特別法人税が実施される。また、米国のトランプ関税 

が日本経済に対してどのような影響を与えるかを慎重に見定める必要がある。 

そして近年、大法人に適用される法人税率の引き上げを検討する動きもある 

が、不透明な経済情勢等に鑑み、慎重に議論することが求められる。 
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（２）法人税率の軽減措置 

   中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本則化すべきである。また、 

昭和５６年以来、８００万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金 

額を、黒字中小企業の平均所得を踏まえて１，６００万円程度に引き上げる 

こと。 

 

（３）中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置 

租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、その政策目的を達 

したものは廃止を含めて整理合理化を行う必要がある。ただし、中小企業の 

技術革新など経済活性化に資する税制措置については、制度を拡充したうえ 

で本則化すること。  

   

①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、中小企業の 

厳しい経営環境を踏まえ「中古設備」を含める。 

 

②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、物価が上 

昇していること等を踏まえ、取得価額要件を３０万円未満から５０万円未 

満に引き上げるとともに、損金算入額の上限（合計３００万円）を撤廃し 

全額を損金算入とすることを求める。なお、それが直ちに困難な場合は、 

令和８年３月末日となっている適用期限を延長すること。 

 

③なお、スタートアップは経済活性化の担い手として位置づけられており、   

既存中小企業との提携は事業成長にもつながることとなる。スタートアップ

のための、きめ細やかな財政・税制支援が必要である。 

 

（４）中小企業等の設備投資支援措置 

「中小企業経営強化税制」や「先端設備等導入計画に係る固定資産税特例」 

等を適用するに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦 

課期日）が迫った申請や認定について弾力的に対処することを求める。 

   なお、「カーボンニュートラル投資促進税制」は、令和８年３月末日が適用 

期限となっていることから適用期限を延長すること。 

 

（５）償却資産に対する課税の見直し 

      固定資産税における償却資産に対する課税は、企業の設備投資意欲を阻害す

る要因ともなっていることから、諸外国の適用状況等を踏まえ、廃止を含めて

抜本的に見直すこと。 

 

（６）中小企業の事務負担軽減 

  インボイス制度の導入や電子帳簿保存法の改正による電子データ保存の義

務化対応に加え、定額減税や所得税の改正により、源泉徴収事務や年末調整
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事務が毎年見直されるなど、事業者の事務負担、納税協力コストは年々増加

している。人手不足が深刻化する中において、こうした事務負担の増大はと

くに経営基盤が決して強固ではない中小企業にとって、重い負担となってい

ることを政府は強く認識する必要がある。また、事務負担コストの軽減を図

るため、中小企業にＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進を促

す支援を求める。 

 

２．事業承継税制の拡充 

我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の受け皿などと

して大きく貢献している。中小企業経営者の高齢化も進んでいる中で、中小企業が

相続税の負担等によって次世代に円滑な事業の承継ができなければ、そうした企業

が保有する独自の技術やサービスが失われ、ひいては我が国の経済・社会の根幹が

揺らぐことになりかねない。 

 

（１）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

欧州主要国の事業承継税制は、一定の要件を満たすことを前提に事業用資 

    産の評価減を認めるという制度となっている。我が国の事業承継税制は、あ   

    くまで納税を猶予（先延ばし）するだけの限定的な措置にとどまっており、 

    本格的な事業承継税制の創設が必要である。とくに、事業継続に資する相続 

    については、事業従事を条件として他の一般資産とは切り離し、非上場株式 

    を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設を求める。 

なお、本格的な事業承継税制が創設されるまでの間は（２）取引相場のな 

    い株式の評価(３)相続税、贈与税の納税猶予制度について見直すこと。 

 

（２）取引相場のない株式の評価の見直し 

取引相場のない株式の評価については、企業規模や業種によって多様であ 

    るが、企業価値を高めるほど株価が高くなり、結果として税負担が不相当に 

    増大する可能性があるなど、円滑な事業承継を阻害していることが指摘され 

    ている。この度、会計検査院は国税庁に対し、相続等により取得した取引相 

    場のない株式等の評価制度のあり方について、検討を求める所見を示した。    

    その評価制度を見直すにあたっては、取引相場のない株式は上場株式と異な 

    り、換金性に乏しい点なども総合的に考慮する必要がある。 

 

（３）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実 

平成３０年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、１０年 

    間の特例措置として同制度の拡充が行われたが、特例承継計画を提出してい 

    るものの、まだ事業承継を行っていないと思われる企業が多くある。政府は、 

    制度の検証を行う必要がある。 

      また、特例承継計画の提出期限（令和８年３月末日）と特例制度の適用期 

    限（令和９年１２月末日）が近付いていることから、期限の延長を求める。      
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      なお、期限が延長されないのであれば、これまでの一般措置は使い勝手が 

    悪く適用件数が低調であることを踏まえ、一般措置の適用要件（対象株数、      

    納税猶予割合、雇用確保要件等）を大幅に緩和すること。 

 

３．消費税への対応 

消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に欠かせないが、軽減税率制度は

事業者の事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コスト及び税収確保など

の観点から問題が多い。このため、法人会としてはかねてより単一税率が望ましく、

低所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当であると指摘して

きた。 

  インボイス制度についても、事業者の事務負担が増加したり、免税事業者が取引

から排除されたりするなどの理由によって休廃業に追い込まれることのないよう、

「区分記載請求書等保存方式」を当面維持する等、弾力的に対応することを求めて

きた。 

政府は軽減税率制度とインボイス制度について、国民や事業者への影響のほか、

低所得者対策の効果等を検証する必要があり、問題があれば廃止を含めて制度を見

直す必要がある。 

 

（１）インボイス制度が導入されたが、国は引き続き、事業者に混乱が生じない 

ように制度の周知を徹底するとともに、事務負担が軽減するような環境整 

備が不可欠である。また、課税事業者が免税事業者と取引を行う際、取引 

価格の引き下げや取引の停止などの不利益を与えないよう、実効性の高い 

対策を講じるべきである。 

 

（２）免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置について、８０％控除可能 

となる措置が令和８年９月末日まで（令和８年１０月１日から３年間は 

５０％控除可能）となっているが、小規模事業者等が取引から排除されな 

いよう、８０％控除できる期間を当面の間、延長すること。 

 

（３）また、小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置（２割特例）につ 

いて、適用期限は令和８年９月末日までとなっているが、小規模事業者等 

における消費税事務が定着するまで当面の間、延長すること。 

 

（４）消費税の滞納防止は税率の引き上げやインボイス制度の導入に伴ってより 

重要な課題となっている。消費税の制度、執行面において、さらなる対策 

を講じる必要がある。 
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Ⅲ．地方のあり方 

 

総務省が発表した令和６年１０月時点の人口推計によれば、我が国の総人口は１

億２，３８０万２千人と前年に比べて５５万人減り、１４年連続で減少を記録し

ている。しかし、都道府県別の人口動向を見ると、コロナ禍の影響を脱した東京

都の人口は、他地域からの人口流入によって３年連続で増加して約１，４１７万

人となった。都道府県単位で前年よりも人口が増えたのは東京都と埼玉県だけに

とどまり、地方を中心に人口減少が進んでいるのが現状である。 

 本格的な人口減少社会に突入する我が国では、地方における社会機能の維持・

確保が不可欠である。こうした中では周辺の自治体が広域連合を形成し、インフ

ラの共同管理や補修に取り組むなど、これまでの自治体単位の仕組みにとらわれ

ない地方社会の構築が問われよう。同時に国と地方の役割分担も見直し、財政や

行政の効率化を図っていく必要がある。 

 地方経済の活力を今後も維持しながら、地方の活性化を促すためには東京一極

集中の是正が急務である。地方自身がそれぞれの特色や強みを生かした活性化戦

略を練り上げ、民間主体の創意工夫を駆使することで新たな地場技術やビジネス

手法を開発していかなければ、地方独自の真の活性化にはつながらないと考える

べきである。 

（１） 政府は地方創生についての基本構想「地方創生２．０」を本年６月にとり

まとめ、１０年後に目指す姿として、定量的な目標が盛り込まれた。将来 

本格的に人口が減少することを見据え、社会機能を維持するための実効性

のある対策を検討すべきである。   

    地方創生を巡っては、利用状況が低調な地方拠点強化税制を見直すなど、 

さらなる本社機能移転を促進するとともに、地元の特性に根差した技術の 

活用や地元大学との連携などによる技術集積づくりや人材の育成、地元商 

店街の活性化等、実効性のある改革を実行する必要がある。中小企業の事 

業承継は地方創生戦略との観点からも重要だと認識すべきである。 

 

（２）地方自治体は、広域行政による効率化について検討すべきである。特に激 

甚化する最近の自然災害については、その被災地も広域化する傾向にある。 

こうした中で小規模な個別の自治体による災害対応には限界がある。基礎 

自治体（人口３０万人程度）の拡充を図り、財政基盤の強化につなげなが 

ら行政能力の向上に資する施策を求める。 

（３）ふるさと納税について、住民税は居住自治体の会費であり、他の自治体に 

納税することは地方税の原則にそぐわないとの指摘もある。寄付先を納税 

者の出身自治体に限定するなど、さらなる見直しが必要である。また、必 

要経費は寄付総額の５割以下とする基準が設けられているが、より多くの 

寄付金が寄付した地域のために活用されるよう、事務手数料のあり方等を 

含め、制度設計の見直しが欠かせない。 
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Ⅳ．自然災害への対応 

 

  東日本大震災からの復興については、これまでの効果を十分に検証し、予算の執

行を効率化するとともに、原発事故への対応を含めて引き続き適切な支援を行う必

要がある。とりわけ被災地における企業の定着、雇用確保などに対して実効性のあ

る措置を講じるよう求める。 

  また、最近では能登半島地震をはじめ、大きな地震や台風などの大規模な自然災

害が相次いで発生している。東日本大震災の対応などを踏まえ、被災者の立場に立

った適切な支援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向けて

取り組まなければならない。 

  日本は災害立国であり、近い将来には南海トラフ地震や首都直下地震が高い確率

で発生することも予想されている。そうした災害で中小企業が長期にわたって事業

中断を余儀なくされたり、廃業に追い込まれたりすれば、地域経済だけでなく、サ

プライチェーンの機能不全を招くなど、我が国経済全体に深刻な影響を及ぼしかね

ない。政府と自治体は自然災害等の緊急事態に備える企業の危機管理として、ＢＣ

Ｐ（事業継続計画）の策定をさらに促すため、税財政を通じた支援を強化する必要

がある。 

 

Ⅴ．その他 

 

１．納税環境の整備 

  行財政改革の推進と納税者の利便性向上、事務負担の軽減を図るため、国税と課

税基準を同じくする法人の道府県民税や市町村民税、法人事業税の申告納税手続き

は、地方消費税の執行と同様に一層の合理化を図るべきである。 

 

２．環境問題への対応 

  政府は２０５０年までに温室効果ガスの排出を実質的にゼロにする「カーボンニ

ュートラルの実現」を目指しており、その中間に位置する２０３０年に温室効果ガ

スの排出量を「４６％削減（１３年度比）する」との目標を国際公約として掲げて

いる。 

  令和５年５月にはＧＸ推進法が成立し、「ＧＸ経済移行債」を発行して脱炭素に

向けた民間投資を進めるとともに、その償還財源として二酸化炭素の排出量に応じ

て企業に負担を求める「カーボンプライシング」が導入された。 

  地球温暖化対策は先進国や途上国など世界共通の重要な課題であるが、その費用

負担についても冷静に見極める必要がある。特にエネルギー転換には多額の設備投

資が必要となり、中小企業にとって負担は重い。政府はカーボンプライシング導入

の政策効果のほか、家庭や企業におけるエネルギー価格の負担のあり方等 

について今後、継続的に検証する必要がある。 
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３．租税教育の充実 

  税は国や地方が国民に提供する公共サービスの対価であり、国民全体で等しく負

担する義務がある。また、税の適正な納付はもちろんのこと、その使途についても

厳しく監視することが極めて重要である。しかしながら、税の意義や税が果たす役

割について、必ずしも国民が十分に理解しているとは言えない。学校教育はもとよ

り、社会全体で租税教育に取り組み、納税意識の向上を図っていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

≪税目別の具体的課題≫ 

 

１．法人税関係 

（１）役員給与の損金算入の拡充 

①役員給与は損金算入とすべき 

現行制度では、役員給与の損金算入の取り扱いが限定されており、特に 

年度途中の報酬等の改定には厳しい制約が課せられている。役員給与は、 

本来、職務執行の対価であり、原則損金算入できるよう見直すべきである。 

 

②同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき 

経営者の経営意欲を高め、企業経営に活力を与える観点から、中小企業 

にも対応が可能なコーポレートガバナンス（企業統治）を高める措置を講 

じることを条件に、同族会社における役員の業績連動給与についても損金 

処理を認めるべきである。 

 

（２）中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件緩和 

   中小企業向け賃上げ促進税制について、経営環境が厳しい中小企業の持続的

な賃上げを支援する観点から、適用要件の緩和や制度を拡充すること。 

 

（３）中小企業の欠損金繰戻還付制度の見直し 

   米国の相互関税政策の影響は先行き不透明であり、中小企業の資金繰りを 

支援する観点から、繰戻しできる期間を事業年度開始の日前 1年以内から３ 

年以内に見直すとともに、制度を本則化すること。 

 

２．所得税関係 

（１）基幹税としての所得再分配機能の回復 

      所得税は重要な基幹税の一つであるが、各種控除の拡大などによって空洞  

    化が指摘されている。所得再分配機能を回復するためにも、所得税は国民が 

能力に応じて適正に負担すべきである。 

 

（２）各種控除制度の見直し 

令和７年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調   

  整への対応として、基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げ、特定 

  親族特別控除の創設等が行われた。 

各種控除は社会構造変化に対応して合理的なものに見直す必要があるが、合

計所得金額に応じた基礎控除の上乗せ特例が恒久措置、または時限措置と    

して創設されるなど、控除制度が複雑となり、源泉徴収や年末調整を担う企業

の事務負担の増加は確実である。今後も物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の

額を適時に引き上げることとしているが、企業の事務負担等に配慮した簡素な

制度とすべきである。 



- 28 - 

 

なお、退職所得控除の見直しも検討されているが、老後の生活設計を妨げる

ことにつながるとともに、特に中小企業の人材確保や労働意欲を高める観点か

ら、控除の縮小は行うべきではない。 

 

（３）個人住民税の均等割 

     地方税である個人住民税の均等割についても、応益負担原則の観点から適 

   正水準とすべきである。 

  

３．相続税・贈与税関係 

（１）相続税の基礎控除の見直し 

      被相続人１人に対する法定相続人の数は減少傾向（平成１５年３．４０→ 

令和４年２．６８）にある。また、基礎控除の引き下げや地価の上昇により相

続税の課税件数割合が平成２７年の８．０％から令和５年は９．９％と高水準

に達していることから、基礎控除のあり方を見直す必要がある。 

さらに現行の相続税の課税方式（法定相続分課税）は、相続人の相続額に応

じた課税がされず、一人の相続人の申告漏れが他の相続人にも影響する等の問

題が指摘されており、課税方式のあり方についても併せて検討することが必要

である。 

 

（２）贈与税の基礎控除の引き上げ 

経済の活性化に資するよう、贈与税の基礎控除を引き上げる。なお、教育      

    資金や結婚・子育ての一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、適用 

状況等を勘案しながら、制度のあり方を見直すべきである。 

 

４．地方税関係 

（１）固定資産税の抜本的見直し 

    令和７年の全国の公示価格は、全用途平均・住宅地・商業地とも４年連続で

上昇し、上昇率が拡大している。都市計画税と合せて評価方法および課税方式

を抜本的に見直すべきである。 

      また、固定資産税は賦課課税方式であり、納税者自らが申告するものではな 

    いことから、制度に対する不信感も一部見受けられる。地方自治体は、税の信 

    頼性を高めるための努力が必要である。 

①商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見 

直す。 

②家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。 

③償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、申告対象外とな 

  る「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産にまで拡大す 

  るとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とする。 
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  ④固定資産税の免税点については、平成３年以降改定がなく据え置かれてい 

 るため、大幅に引き上げる。                                            

    ⑤国土交通省、総務省、国税庁、都道府県がそれぞれの目的に応じて土地の 

      評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化すべきで    

      ある。 

 

（２）事業所税の廃止 

      市町村合併の進行により課税主体が拡大するケースも目立つ。事業所税は    

    固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止することを求める。 

      なお、廃止されるまでの間は、賃上げにより税負担が増えないよう、従業 

    者割の計算に際しては配慮すべきである。 

 

（３）超過課税 

      住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象としているうえ、   

   長期間にわたって課税を実施している自治体が多い。課税の公平を欠く安易 

    な課税は行うべきではない。 

    

（４）法定外目的税 

      法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮すると     

    ともに、税収確保のために企業に対して安易な課税は行うべきではない。 

 

５．その他 

（１）印紙税の廃止 

      印紙税については、電子取引の拡大や手形決済の省略など、取引慣行の変 

化に伴い、課税根拠が希薄化している。文書作成の有無による課税は公平性 

を欠くとともに、事務負担を軽減させる観点からも廃止すべきである。 

（２）配当に対する二重課税の見直し 

配当については、現行の配当控除制度で法人税と所得税の二重課税の調整 

が行われているものの不十分であり、さらなる見直しが必要である。 

（３）電子申告の促進 

国税電子申告（ｅ－Ｔａｘ）と地方税の電子申告（ｅＬＴＡＸ）の利用件 

数は年々拡大してきているが、制度の一層の利便性向上と、システムの連携 

または一体化すること等により、さらなる促進を図ること。 

（４）森林環境税の検証 

   森林環境税は、森林環境譲与税として地方自治体に配分されるが、その配  

    分方法や税が有効に活用されているか等についてしっかり検証することを 

  求める。また、多くの府県でも森林環境の保全等を目的とした個人住民税の 

  超過課税が実施されていることから、目的や使途の違いを住民に分かりやす 

  く説明するとともに、森林環境税と同様に制度の検証を行う必要がある。 
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≪個別法令・通達関係≫ 

 

Ⅰ．法 令 関 係 

 

１．法人税関係 

［無形減価償却資産］  

（１）電算機のソフトウェアは無形減価償却資産として５年償却となっているが、

技術革新の加速化を考慮し、期間を３年に短縮すること。 

 

［引当金の損金算入］ 

（２）引当金について、次のとおり損金算入を認めること。 

①退職給付引当金は、将来確実に発生する債務を引き当てるものであることか

ら、その繰入について損金算入を認めること。 

②賞与引当金は、潜在的には各月に発生する未払費用としての性格を有してい

ることから、その繰入について損金算入を認めること。 

 

［電話加入権の損金算入］  

（３）電話加入権については、自動車電話加入権や携帯電話加入権がすでに非償却

資産から減価償却資産に変更されていることもあり、同様の扱いとし、損金

算入を認めること。 

 

［耐震補強等に係る工事を実施した場合の優遇措置］ 

（４）建物等の構造物に対する耐震補強工事を実施した場合、特別償却または税額

控除制度を設けること。 
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［法人税の延納］                         

（５）不況時等における資金繰りに考慮し、昭和５９年に財源対策等から廃止され

た法人税の延納制度を復活すること。 

 

［申告書の提出期限］                       

（６）会社法上の諸手続きを含めた決算事務を２か月以内に完了することが困難で

あるため、法人税の確定申告書の提出期限を事業年度終了後３か月以内（現

行２か月以内）とすること。  

 

２．所得税関係  

［土地・建物等の損益通算］ 

（１）土地・建物等の譲渡により生じた譲渡損失の損益通算および繰越控除を認め

ること。   

    

［不動産所得の負債利子の損益通算］ 

（２）土地等に係る負債利子については、不動産所得の計算上生じた損失がある場

合に、他の所得との損益通算が認められないこととなっているが、この取扱

いはバブル期の措置として設けられたものであり、また所得の計算上、本来

認められるべきものであることから損益通算を復活すること。 

 

［医療費控除］ 

（２） 医療費控除については、最近の医療費の実態に即して、最高限度額を 

３００万円（現行２００万円）に引き上げること。 

 

［源泉納付］  

（４）源泉所得税の１月の納付期限については、年末調整事務や年末年始の休暇等

の特殊事情、および週休二日制の普及を考慮し、「納期限の特例」適用者以外

の源泉徴収義務者に対しても１月２０日（現行１月１０日）とすること。 
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３．相続税・贈与税関係 

［保険金・死亡退職金の非課税限度額］ 

（１）保険金・死亡退職金の非課税限度額については、昭和６３年度の改正で法定

相続人一人当たり５００万円とされたが、相当期間経過しているので、１,

０００万円に引き上げること。 

 

［相続財産からの控除］ 

（２）相続開始後に発生する相続に伴う費用（遺言執行費用、税理士・弁護士報酬

等）は、相続税の課税財産から控除すること。 

 

［被相続人の保証債務の弁済］  

（３）相続後の一定期間内に保証債務の履行があり、その求償権の行使が不能の場

合、更正の請求ができるようにすること。 

 

［贈与税の配偶者控除］  

（４）贈与税における居住用不動産の配偶者控除額２,０００万円は、昭和６３年

以来据え置かれているので、３,０００万円に引き上げること。 

 

４．消費税関係 

［消費税の確定申告書の提出期限］ 

（１）消費税の確定申告書の提出期限は、前述の法人税の確定申告書の提出期限に

合わせ、課税期間終了後３か月以内（現行２か月以内）とすること。 

    

［消費税の届出書の提出期限］  

（２）消費税の各種届出書の提出は、消費税の申告・納付上、納税者にとって重要

な事項であるが、その提出の失念により納税者が思わぬ不利益を被ることが

あり、また、慎重な判断が必要な場合もあることから、前課税期間の消費税

の確定申告書の提出期限（現行は課税期間の開始日の前日）まで延長するこ

と。 
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５．地方税関係 

［固定資産税］ 

（１）建物等の構造物に対する耐震補強工事を実施した場合、固定資産税や都市計

画税は減免すること。 

 

［法人事業税］                     

（２）資本金１,０００万円以上で３都道府県以上に事業所を有する法人の法人事

業税については、所得区分別の軽減税率が適用されないこととなっているが、

この制度を廃止すること。 

 

［申告書等様式］  

（３）事務の効率化に資するため、地方税の申告書・納付書の規格、様式の統一を

図ること。 

    

［欠損金繰戻し還付制度・延納制度］                  

（４）住民税・事業税についても、法人税と同様に欠損金繰戻し還付制度を創設す

ること。また、地方税にも延納制度を設けること。 
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Ⅱ．通 達 関 係 

 

１．法人税関係 

［修繕費］  

（１）資本的支出と修繕費の区分が不明確である場合の形式的区分基準について、

修繕費としての認定の範囲を次のとおり改めること。 

  ①修理・改良等に要した金額が１００万円（現行６０万円）に満たない場合 

 

  ②修理・改良等に要した金額が取得価額のおおむね２０％（現行１０％）相当

額以下である場合 

 

［借地権］                                                       

（２）相当の地代の認定基準概ね６％程度については、地代の収益状況および金利

水準の変化に応じた見直しを行うこと。 

 

２．相続税関係 

［取引相場のない株式の評価］ 

（１）類似業種比準方式の斟酌率を、中会社および大会社についても５０％に引 

き下げること。 

 

（２）純資産価額方式による評価にあたっては、従業員退職金の期末要支給額の 

全額を負債として取り扱うこと。 



 

 

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項 

 
 令和８年度税制改正では、物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げ

る仕組みが創設されたほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税

最低限を１７８万円まで特例的に先取りして引き上げられました。「強い経済」の実現に向けた対応

として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置が創設されたほか、租税特別措置等の適正化の観点

から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等が行われました。税負担の公平性を確保する

観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等が行われました。このほか、

自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等が行

われました。また、国際観光旅客税の税率の引上げや防衛特別所得税（仮称）の創設等が行われまし

た。（令和８年度税制改正大綱より）。 

法人会では、昨年９月に「令和８年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・

地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小企業向け税制措置の

適用期限延長、事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長等、法人会の提言事項の一部が盛り込

まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。 

 

[法人課税] 

１．少額減価償却資産の取得価額の法人税率の軽減措置 

法人会提言 改正の概要 

・少額減価償却資産の取得価額の損金算入

の特例措置については、物価が上   

昇していること等を踏まえ、取得価額要

件を３０万円未満から５０万円未   

満に引き上げるとともに、損金算入額の

上限（合計３００万円）を撤廃し   

全額を損金算入とすることを求める。な

お、それが直ちに困難な場合は、   

令和８年３月末日となっている適用期

限を延長すること。 

・対象となる減価償却資産の取得価額が４０万円未

満（改正前：３０万円未満）に引き上げられた上

で、適用期限が３年間延長されました。なお、従

業員要件は４００人以下（改正前：５００人以下）

に引き下げられました。 

 

 

２．カーボンニュートラル投資促進税制 

法人会提言 改正の概要 

・「カーボンニュートラル投資促進税制」

は、令和８年３月末日が適用期限となっ

ていることから適用期限を延長するこ

と。 

・「炭素生産性向上率」の要件が引き上げられると

ともに、特別償却率・税額控除率が引き下げられ

た上で、適用期限が２年間延長されました。 

 

３．地方拠点強化税制 

法人会提言 改正の概要 

・地方創生を巡っては、利用状況が低調な

地方拠点強化税制を見直すなど、   

さらなる本社機能移転を促進する。 

・オフィス減税について、税額控除率等の引上げや

中古資産の購入・改修の対象追加（拡充）等が行

われた上で、適用期限が２年間延長されました。 
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[事業承継税制] 

相続税、贈与税の納税猶予制度 

法人会提言 改正の概要 

・特例承継計画の提出期限（令和８年３月

末日）と特例制度の適用期限（令和９年

１２月末日）が近付いていることから、

期限の延長を求める。 

・法人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶

予制度について、特例承継計画の提出期限が１年

６ヵ月（令和９年９月まで）延長されました。 

 

[消費税制] 

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置 

法人会提言 改正の概要 

・免税事業者等からの課税仕入れに係る経

過措置について、８０％控除可能となる

措置が令和８年９月末日まで（令和８年

１０月１日から３年間は ５０％控除可

能）となっているが、小規模事業者等が

取引から排除されないよう、８０％控除

できる期間を当面の間、延長すること。 

・免税事業者からの仕入れに係る経過措置につい

て、最終的な適用期限を２年延長した上で、控除

可能割合が段階的に縮減されました（令和８年１

０月からは７割、令和１０年１０月からは５割、

令和１２年１０月から令和１３年９月末までは

３割）。なお、１免税事業者ごとの年間適用上限

仕入額は１億円（改正前：１０億円）に引き下げ

られました。 

 

[所得税] 

１．ふるさと納税 

法人会提言 改正の概要 

・ふるさと納税について、住民税は居住自

治体の会費であり、他の自治体に   

納税することは地方税の原則にそぐわ

ないとの指摘もある。寄付先を納税   

者の出身自治体に限定するなど、さらな

る見直しが必要である。また、必   

要経費は寄付総額の５割以下とする基

準が設けられているが、より多くの   

寄付金が寄付した地域のために活用さ

れるよう、事務手数料のあり方等を   

含め、制度設計の見直しが欠かせない。 

・寄付金のうち地方公共団体が活用できる財源の割

合が段階的に６０％以上と設定されるとともに、

使途を公表することとなりました。 

 また、ふるさと納税による個人住民税の税額控除

制度について、特例控除の限度額は１９３万円と

なります。 

 

 

２．セルフメディケーション税制 

法人会提言 改正の概要 

・薬剤費を抑制する観点からセルフメディ 

ケーション税制の対象となる医薬品な

どの拡充も欠かせない。 

・対象となる医薬品が見直された上で、スイッチＯ

ＴＣ医薬品の適用期限は恒久化、それ以外の医薬

品は５年間延長されました。 

 

[地方税] 

固定資産税の免税点 

法人会提言 改正の概要 

・固定資産税の免税点については、平成３

年以降改定がなく据え置かれているた

め、大幅に引き上げる。 

・家屋に係る免税点は３０万円（改正前：２０万円）

未満に、償却資産に係る免税点は１８０万円（改

正前：１５０万円）未満に引き上げられます。 
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資 料 等 の 配 付 

 

 

資     料 配布先等 摘  要 

「ほうじん」(季刊誌) 年４回 

 

全会員・一般 ４月、７月 

10月、１月 

令和７年度「税制改正のあらまし」速報版 全会員 4月 

マンガ本「おじいさんの赤いつぼ」 租税教室参加児童  5月 

令和７年度「税制改正のあらまし」冊子 全会員・決算申告実務研修・ 

新設法人税務研修参加者 

2月、7月 

9月 

「会社の決算・申告の実務」令和７年度版 正会員・決算申告実務研修・ 

新設法人税務研修参加者 

2月、8月 

9月 

「会社の税金ガイドブック」 新設法人説明会参加者 9月 

令和７年度版 

「会社取引をめぐる税務 Q&A」 

正会員・決算申告実務研修・ 

新設法人税務研修参加者 

2月、8月 

9月 

令和７年度版 

「源泉所得税実務のポイント」 

正会員・決算申告実務研修・ 

新設法人税務研修参加者 

2月、8月 

9月 

令和７年分 

「わかりやすい年末調整実務のポイント」 

正会員・税務研修会(年末調整) 

参加者 

10月、11月 

 

法人会のご案内 新設法人税務研修案内時 

研修時 

９月 

国税広報参考資料 全会員 1月 

道税広報参考資料 全会員 10月 

令和７年分 

「会社役員のための確定申告実務ポイント」 

正会員 1月 
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令和７年度  各 受 賞 者 (敬称略) 

 

 

 

１.  納税表彰関係 

 

理事女性部会長 宮 澤 眞智子   栄和鋼業（株）    室蘭税務署長表彰 

 

 

２.  全法連表彰 

 

理 事     平 口 泰 章    平口建設(株)      単位会役員功労表彰 

 

 

３.  道法連表彰 

   

副会長     平 林 滋 明  （株）平林紙店    単位会役員功労表彰 

 

理 事     榊   敏 行   室蘭海陸通運(株)  単位会役員功労表彰 

 

理 事     川 田 弘 教   川田自動車工業(株) 単位会役員功労表彰 

 

 

４.  会員増強推進関係 

 

    理 事     鈴 木 雅 善   (株)ゴウダ   

  個人部門勧誘加入件数２件以上 

 

５.  福利厚生制度推進表彰 

 

該当なし        
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No.
加入
月日

法　人　名 代表者名 所 在 地 業　種 支部

1 4月1日 (有)ワイズ・ワークス 山戸　準也 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉６１－１小売業 洞爺湖

2 〃 ケアライフ(株) 大西　　智 虻田郡洞爺湖町大原７２－７ 不動産業 洞爺湖

3 〃 (株)和田工務店 和田　浩一 登別市新栄町１―１８ 建設業 登　別

4 7月16日 ◎掛川ガラス 掛川　尚貴 登別市栄町３―１２―５ 建設業 登　別

5 9月16日 (有)成建工業 地紙　成辰 室蘭市港北町４―１３―１８ 建設業 室　蘭

6 10月21日 (株)次代建設 栃木　秀斗 室蘭市本輪西町３―３７―６ 建設業 室　蘭

新入会員（令和７年4月 ～ 令和８年3月）

※　◎は賛助会員


